
「管理者研修プログラムテキスト」
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オリエンテーション
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この管理者研修プログラムは、管理者として基本的に身につけていただきたい

○管理者としての心構え

○管理者としての基本技能

○管理者としての経営に関する基礎知識

以上の３点に焦点を当てて、１回2時間10回コースで設定されています。

この趣旨をまず研修の初めに理解していただき、今後の研修に臨んでいただき

たいと思います。

なお、研修はシリーズ化されていますので、全回出席していただかないと効果が

低減しますので、必ず出席するようにしてください。



１、管理者の役割
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管理者の仕事を振り返る
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２、管理者の基本行動
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演習
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• 生産部門のＡさんは、朝会社に出勤して会議にでよう
としていた矢先に、部品納品業者のＸ社の部長から
「明日納品予定していた部品が納入できない、完全に
納品を完了するには１週間程度遅れてしまう、申し訳
ないがご了解して欲しい」という内容でした。明日の
納品がないと抱えている部品在庫が３日分しかなく、
その後生産計画に大きな支障が発生するのは必至です。

• あなたは、この事態に対して、誰に対して、どのよう
な報告、連絡、相談をかけて、対処しますか？



３、部下育成のあり方
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演習
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４、効率的なスケジューリング管理の仕方
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業務段取りのつけ方

H（聴くべきことはないか）

I（情報を流しておくことはないか）

R（誰かに依頼をしておくべきことはないか）

O（作業、実施すべきことで抜け落ちはないか）

E（検討課題は残っていないか）

N（根回ししておくべきことはないか）

を活用してその業務の段取りをピックアップする
ようにしてください。
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５、部門事業計画の立て方
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６、管理サイクルの回し方
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７、業務の生産性向上の考え方

18

KMコンサルティング



営業部隊の生産性を決定する要素

営業部隊の

生産性

営業部隊の

訪問稼働率

営業業部隊の

パフォーマンス

訪問時間（件数）

総時間

有効訪問件数

訪問時間（件数）

訪問件数＝既存先訪問＋新規訪問

効率性効率性 効果性
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８、財務知識
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プロフィットツリー構造の理解と具体的な改善手法

収益の構造（損益計算書）をまずしっかり理解すること。

自分たちが活動していることが、決算書ではどのように反映されるの

かを理解することは、今後部門責任者として必須条件となる。



２、プロフィットツリー造の理解と具体的な改善手法

プロフィットツリー構造の理解

財務会計的な視点 財務から見た重点課題 営業部門の重点課題 具体的な改善のためのデータ分析

営業利益
の拡大

売上高

売上原価

粗利益

営業経費

新規得意先売上

既存得意先売上

仕入れ原価削減

高粗利商品の投入

適正経費への削減

●新規開拓営業の強化
（マーケットカバー率の拡大）
●インストシェアの拡大

●仕入れ単価見直し
●不良在庫の見直し

●商品ミックスの改善

●物流コストの見直し
●間接コストの削減

新規開拓のセールスステップ管理

ABC分析による重点先攻略分析
得意先一商品別マトリック分析

販売数量とデッドストック比較分析

商品別貢献利益最大化分析

外部第三者によるコスト分析
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９、効率的な会議運営の仕方を学習する
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１０、人事マネジメント
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管理者として部下の人事面に関する労働法規に関しても最低限知識を持っていただく

必要があります。

ここでは、労働基準法に関する基礎的な知識と管理者としてとるべき行動に関して

主として

①時間管理の仕方（残業指示と残業時間管理について）

②労働安全衛生管理について

学習していただきます。
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●就業規則の整備と時間外労働に関する３６協定の設定
従業員常時10名以上（アルバイト、パート含む）の企業では、
就業規則の制定及び労働基準監督署への届け出義務があります。

策定（届け出）されていないと労働紛争が何時も発生しやすく、
安定した労働環境が維持できません。
特に、残業問題などは常に紛争の争点になります。

対策として、36条協定で残業に関して、労使協定を締結して
残業時間の上限設定をするようにしてください。
（就業規則は、会社が従業員に示す会社の労働契約における
ルー ルです。組合もしくは、過半数を代表する社員の記名
（捺印）が
必要ですが、同意されている必要はありません。但し開示義

務はあるので閲覧できる環境を設定してください）
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事例演習 残業時間指示について

①部下が仕事が処理できずに残業して仕事を完了させようとしていますが、上司からは
指示を出しておらず、自分の判断で残業をするようですが、こんな場面に接したら、
上司としてどのような指導（指示）を部下にしますか？

②有給休暇の申請を部下がしてきましたが、現在業務繁忙期であるため、有給取得申請

をそのまま認めることが業務上支障が生じると判断しました。その時、どのような

対応を管理者としてとりますか？

KMコンサルティング

28


